
 

 

  

◆生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金（総合支援資金の延長を含む）特例貸付の受付

期間につきまして、令和２年１２月末まで延長となりましたのでお知らせいたします。 

なお、総合支援資金延長貸付につきましては、１２月末までに総合支援資金の３月目の送金が到来する方が対象と

なります。また、総合支援資金延長貸付は、連続した貸付となる必要がありますので、下表をご参照のうえご申請く

ださい。 

総合支援資金延長貸付の（市町村社会福祉協議会での）受付は、利用された総合支援資金の３月目の月末までとな

りますので、ご留意ください。 

【総合支援資金延長貸付利用ケース例】 

 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 

ケースＡ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥    

ケースＢ  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥   

ケースＣ   ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  

ケースＤ ①  ② ③ ④ ⑤ ⑥   

【総合支援資金延長貸付利用できないケース例】 

 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 

ケースＥ    ① ② ③ 延長不可 延長不可 延長不可 

ケースＦ  ① ② ③  延長不可 延長不可 延長不可  

 ※上記①～③：総合支援資金貸付期間 

 ※上記④～⑥：総合支援資金延長貸付期間 

 

～生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金（総合支援資金の延長を含む））特例貸付について～ 

☞生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金（総合支援資金の延長を含む））特例貸付のご案内 

 

～総合支援資金の送金日のご案内～ 

 総合支援資金の初回送金は、貸付決定後、順次実施しています。 

 ２回目・３回目の送金は、毎月２１日（土日祝の場合は前営業日）となります。 

 

～貸付金の交付までの期間についてのご案内～ 

現在、申込件数が大幅に増えており、審査や送金などの事務が混み合っております。 

一日でも早く皆様に送金できるよう事務処理を進めておりますので、個別の審査状況や送金予定日のお問合せは、

ご遠慮いただきますようお願いいたします。 

 緊急小口資金（特例）・総合支援資金（特例）の送金までの期間は、本会で申込書類を受理してから概ね３週間程

度かかります。また、申込書類に不備がある場合にはさらに日数がかかる場合がありますのでご了承ください。 

 

特例貸付制度に関するお問合せ 

<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター> 

 ０１２０－４６－１９９９ ※受付時間：９：００～２１：００（土日・祝日含む） 

<お住いの市町村の社会福祉協議会> 

 ☞市町村社会福祉協議会一覧 

<茨城県社会福祉協議会> 

 専用ダイヤル ０２９－２９７－６５２６ ※受付時間：８：３０～１７：１５（平日のみ） 

新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金（生活

支援費））の特例貸付に関するお知らせ 

【延長貸付の申込は１回までとなります】。 

https://www.ibaraki-welfare.or.jp/home/wp-content/uploads/2020/10/17e368861a4d4e001895b481504035c4.pdf
https://www.ibaraki-welfare.or.jp/home/wp-content/uploads/2020/09/02269d00ae10f1febc4641ae5c042cab.pdf

